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前年同期比増加率の推移 （単位：％、億円）
◆売上高（金融業、保険業を除く）　製造業では増収、非製造業では減収
売上高は、345兆842億円で、前年同期（344兆1,331億円）を9,511億円上回り、対前年

同期増加率（以下「増加率」という）は0.3％（前期4.1％）となりました。
業種別にみると、製造業では、輸送用機械、情報通信機械、石油・石炭などで減収となっ

たものの、生産用機械、食料品、電気機械などで増収となったことから、製造業全体では
2.7％（同6.7％）となりました。一方、非製造業では、情報通信業、不動産業、サービス業な
どで増収となったものの、卸売業､小売業、建設業、運輸業､郵便業などで減収となったこ
とから、非製造業全体では△0.7％（同3.0％）となりました。
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は△0.7％（同3.8％）、１億円～10億

円の階層は0.4％（同△2.2％）、1,000万円～１億円の階層は1.2％（同7.0％）となりました。
◆経常利益（金融業、保険業を除く）　製造業では減益、非製造業では増益　
経常利益は、12兆5,419億円で、前年同期（11兆2,565億円）を1兆2,854億円上回り、増加率

は11.4％（前期27.3％）となりました。
業種別にみると、製造業では、石油・石炭、生産用機械、情報通信機械などで増益となった

ものの、輸送用機械、鉄鋼業、化学などで減益となったことから、製造業全体では△12.5％（同
20.0％）となりました。一方、非製造業では、運輸業､郵便業などで減益となったものの、卸売
業､小売業、建設業、情報通信業などで増益となったことから、非製造業全体では26.8％（同
31.6％）となりました。
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は12.4％（同33.1％）、１億円～10億円

の階層は△5.1％(同10.7％）、1,000万円～１億円の階層は19.0％（同27.2％）となりました。
◆設備投資（金融業、保険業を除く）　製造業では増加、非製造業では減少　
設備投資は、11兆4,723億円で、増加率は3.0％（前期3.8％）となりました。
業種別にみると、製造業では、石油・石炭、はん用機械などで減少したものの、食料品、情報通

信機械、化学などで増加したことから、製造業全体では23.9％（同13.0％）となりました。一
方、非製造業では、電気業、情報通信業、物品賃貸業などで増加したものの、不動産業、建設業、
サービス業などで減少したことから、非製造業全体では△5.7％（同△0.5％）となりました。
資本金階層別の増加率をみると、10億円以上の階層は5.6％（同4.5％）、1億円～10億円

の階層は11.6％（同△7.8％）、1,000万円～1億円の階層は△7.6％（同8.5％）となりました。
なお、ソフトウェア投資額は1兆304億円で、増加率は△1.6％ (同△6.5％)となり、ソフトウェ

ア投資額を除いた設備投資額は10兆4,419億円で、増加率は3.4％（同4.8％）となりました。

ーー平成２３年１～３月期調査（確報）

回答法人数 22,458社 (18,929社)
回 答 率 74.7% (74.6%)
（　）書きは金融業、保険業を除いた数値です。

財務省法人企業統計調査 この調査は、統計法に基づく基幹統計として資本金１千万円以上の営利法人等を対象に、企業活動の短期的動向を把握すること
を目的として、四半期ごとの仮決算計数を調査しているものです。平成23年1～ 3月期調査については、東日本大震災を受けて、岩
手、宮城、福島県などの一部の地域の調査対象法人等の調査票提出期限を延期しました。このため、本結果は、６月２日に公表した
速報時の回答に震災により調査票の提出期限を延期した法人の回答を含めて改めて集計し、「確報値」として公表したものです。

財務省では、「法人企業統計調査」の公表の早期化を進めています。
そのためには、調査票の早期回収が不可欠ですので、調査の対象となった法人
は、必ず提出期限までに財務省（財務局・財務事務所）への提出をお願いします。
なお、次回平成23年４～６月期の結果の公表は平成23年９月２日の予定です。

売上高
　全産業
　　製造業
　　非製造業

経常利益
　全産業
　　製造業
　　非製造業

設備投資
　全産業

　　製造業

　　非製造業

区　分 22.1-3 4-6 7-9 10-12 23.1-3(確報)

（注）　設備投資の（　）書きは、ソフトウェア投資額を除いたベース。
　　　＊印は前年同期の数値が負数のため算出できないものです。
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国
際
会
計

ワ
ー
ク
プ
ラ
ン
を
更
新
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
７
月
26
日
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、

そ
の
ワ
ー
ク
プ
ラ
ン
を
更
新
し
た（
図

表
参
照
）。

今
回
の
特
徴
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９

号
の
強
制
適
用
時
期
を
２
０
１
３
年

か
ら
２
０
１
５
年
１
月
１
日
以
降

開
始
事
業
年
度
に
遅
ら
せ
る
暫
定

決
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、

２
０
１
１
年
７
─
９
月
に
公
開
草
案

を
公
表
す
る
予
定
が
示
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。

金
融
商
品
で
は
、
マ

ク
ロ
ヘ
ッ
ジ
の
公
開
草

案
や
資
産
・
負
債
の
相

殺
の
投
票
・
最
終
基
準

公
表
目
標
が
先
延
ば
し

に
な
っ
た
。

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
同
時
公

表
を
目
指
す
連
結（
投

資
会
社
）の
公
開
草
案

は
、
８
月
に
ず
れ
込
ん

で
い
る
。

リ
ー
ス
お
よ
び
収

益
認
識
の
最
終
基
準

公
表
目
標
の
時
期
が

２
０
１
２
年
中
に
変
更

さ
れ
た
。

ア
ジ
ェ
ン
ダ
・
コ
ン

サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン（
Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｂ
で
今
後
議
論
す

べ
き
論
点
に
関
す
る
検

討
）に
関
す
る
見
解
募

集
文
書
が
同
日
に
公
表

さ
れ
て
い
る
。
見
解
の

募
集
期
限
は
２
０
１
１

年
11
月
30
日
ま
で
。

（図表）　ＩＡＳＢのプロジェクト計画表	 	
2011年
7−9月

2011年
10−12月 2012年 MoU FASBとの

合同
金融危機関連プロジェクト
IFRS9:金融商品
IFRS9号の強制適用時期の延期 ED
減損 再ED等
ヘッジ会計
　一般ヘッジ 投票（IFRS：10−12月）
　マクロヘッジ ED
資産・負債の相殺 投票（IFRS：10−12月）

連結（投資会社） ED
MoUプロジェクト
リース 再ED IFRS
収益認識 再ED IFRS
その他のプロジェクト
保険契約 再ED等
年次改善2009-2011 EDコメント期限10月21日
アジェンダ・コンサルテーション
3年ごとの公開コンサルテーション コメント期限11月30日
※ＥＤ：公開草案	 	 	 	 	
　投票：審議会メンバーによるすべての意思決定および公式な投票手続の完了	 	 	 	 	
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倫
理
に
は
３
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

あ
る
。
冒
頭
か
ら
説
教
調
で
恐
縮
で

は
あ
る
が
、
ご
容
赦
願
い
た
い
。

第
1
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
規
範
倫
理

学
で
、
こ
れ
に
は
結
果
に
比
重
を
置

く
利
己
主
義（
フ
リ
ー
ド
マ
ン
）や
功

利
主
義（
ベ
ン
サ
ム
）、
結
果
と
は
関

係
の
な
い
義
務
論（
カ
ン
ト
）や
正
義

論（
ロ
ー
ル
ズ
）な
ど
が
あ
る
。
規
範

倫
理
学
に
関
す
る
著
書
は
数
多
い
が
、

抽
象
的
す
ぎ
で
、
ど
う
に
も
肝
心
の

会
計
現
場
で
の
指
針
に
は
成
り
難
い

の
が
欠
点
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
別
の
第
２
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
倫
理
制
度
の
研
究
で
あ
る
。
す

で
に
会
計
業
界
で
は
日
本
公
認
会
計

士
協
会
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
、

日
本
経
済
団
体
連
合
会
あ
る
い
は
政

府
公
務
員
に
は
倫
理
規
定
が
あ
る
し
、

お
節
介
に
も
国
際
会
計
士
連
盟（
Ｉ
Ｆ

Ａ
Ｃ
）は
倫
理
規
定
の
雛
形
を
置
く
。

倫
理
制
度
に
関
す
る
文
献
も
少
な
く

な
い
。
や
や
も
す
れ
ば
表
面
的
で
有

用
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
倫
理

か
と
問
わ
れ
れ
ば
ち
ょ
っ
と
違
う
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
規
則
で

縛
る
制
度
倫
理
は
形
式
主
義
を
増
長

し
、
か
え
っ
て
倫
理
を
損
ね
る
と
考

え
る
人
も
出
て
こ
よ
う
。

第
３
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
実
践
倫
理

で
、
古
く
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
徳

理
論（virtue ethics

）に
端
を
発
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
徳
と
は
具
体
的
に

は
卓
越
性
で
あ
る
。
徳
は
人
の
あ
る

面
の
優
秀
性
を
指
す
だ
け
で
は
な
く
、

た
と
え
ば
ナ
イ
フ
の
徳
と
は
刃
物
の
金

属
特
性
で
は
な
く
、
刃
物
が
思
っ
た
よ

う
に
切
れ
る
優
秀
性
を
い
う
。
人
が
そ

の
よ
う
な
徳
を
得
る
に
は
行
為
を
習
慣

づ
け
る
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
倫
理
も
、
こ
れ

に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
会
計

専
門
家
に
と
っ
て
も
、
会
計
倫
理
と
は

こ
れ
が
該
当
し
よ
う
。
そ
う
だ
、
実
践

倫
理
こ
そ
倫
理
で
あ
り
、
口
や
頭
で
説

明
の
必
要
の
な
い
も
の
だ
と
共
感
す
る

読
者
も
少
な
く
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は

専
門
家
が
向
上
心
を
維
持
し
、
毎
日
の

正
し
い
実
践
倫
理
を
習
慣
化
し
て
身
に

着
け
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
。

た
だ
し
第
３
の
実
践
倫
理
に
も
大
き

な
欠
点
が
あ
る
。
自
分
の
思
い
を
容
易

に
は
相
手
に
伝
え
ら
れ
な
い
。
特
に
説

明
先
が
自
分
の
子
供
の
場
合
、
子
供
は

親
の
や
る
こ
と
を
批
判
的
に
み
て
い
る

か
ら
、
厄
介
で
あ
る
。
お
客
か
ら
報
酬

を
貰
い
つ
つ
、
批
判
的
意
見
を
言
う
こ

と
の
矛
盾
を
ど
う
説
明
す
る
か
。

最
近
は
こ
の
質
問
へ
の
答
え
が
わ

か
っ
て
き
た
。「
矛
盾
は
あ
る
。
だ
か
ら

会
計
専
門
家
に
は
実
践
倫
理
が
厳
し
く

問
わ
れ
る
の
だ
よ
」と
。
実
は
早
く
こ

の
回
答
を
得
て
い
れ
ば
、
自
分
自
身
が

も
っ
と
賢
い
人
生
が
送
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
し
、
子
供
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
も
良
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
倫
理
に
気
づ
い
た
の
が
遅

す
ぎ
た
。

そ
し
て
今
頃
に
な
っ
て
、
父
親
が
公

認
会
計
士
と
し
て
威
張
っ
て
い
た
よ
う

に
み
え
た
の
は
、
実
は
実
践
倫
理
を
自

分
に
厳
し
く
課
し
て
い
た
の
が
子
供
に

は
そ
う
み
え
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ

て
き
た
。

以
上
は
、
梅
津
光
弘『
ビ
ジ
ネ
ス
の

倫
理
学
』（
丸
善（
9
刷
））を
読
ん
で
感

じ
た
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
本
書
に
あ

る
難
題
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
を
1
つ

紹
介
し
て
締
め
く
く
る
。

あ
る
駅
前
商
店
街
に
大
手
ス
ー
パ
ー

の
進
出
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
。
良
い

も
の
を
1
円
で
も
安
く
消
費
者
へ
！　

を
標
榜
し
て
い
る
。
も
し
進
出
す
る
と
、

人
と
人
の
繋
が
り
で
成
り
立
っ
て
い
る
商

店
街
を
駆
逐
し
そ
う
だ
。
あ
な
た
が
ス
ー

パ
ー
の
経
営
者
な
ら
ビ
ジ
ネ
ス
倫
理
上
ど

う
す
る
か
が
問
い
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
共
同
体
の
価
値
観
と
市
場
原
理
で

の
価
値
観
の
対
立
で
あ
る
。
い
く
つ
か

の
学
生
の
意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、

結
論
は
な
い
。
最
近
の
監
査
法
人
間
の

安
値
競
争
あ
る
い
は
国
際
化
競
争
と
い

う
現
実
を
前
に
し
て
、
個
人
や
中
小
事

務
所
と
の「
共
生
」を
会
計
倫
理
で
は
ど

う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

岡
崎　

一
浩（
愛
知
工
業
大
学　

教
授
）

あんな話 こんな話

倫理からみる
会計

倫理からみる
会計

国
際
会
計

複
数
事
業
主
制
度
に
関
す
る
開
示

拡
大
の
承
認
を
公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
７
月
27
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、

審
議
を
続
け
て
い
た
会
計
基
準
ア
ッ

プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）の
公
開
草
案

「
報
酬
─
退
職
給
付
─
複
数
事
業
主

制
度（
サ
ブ
ト
ピ
ッ
ク
715
─
80
）─
複

数
事
業
主
制
度
へ
の
雇
用
主
の
参
加

に
関
す
る
開
示
」に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
の
改
訂
を
加
え
て
承
認
し
た
と

公
開
し
た
。

最
終
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
２
０
１
１
年

９
月
に
公
表
予
定
で
あ
る
。
こ
の
公

開
草
案
は
、
２
０
１
０
年
９
月
１
日

に
公
表
さ
れ
、
コ
メ
ン
ト
期
限
は

２
０
１
０
年
11
月
１
日
で
あ
っ
た
。

複
数
事
業
主
制
度（
た
と
え
ば
特

定
の
業
界
の
異
な
っ
た
企
業
の
組
合

員
が
年
金
を
受
給
す
る
年
金
制
度
）

は
、
複
数
の
雇
用
主
が
拠
出
す
る
年

金
制
度
で
、
複
数
の
雇
用
主
の
従
業

員
が
給
付
を
受
け
る
。

今
回
の
改
訂
は
、
複
数
事
業
主
制

度
に
つ
い
て
の
財
務
諸
表
の
利
用
者

の
理
解
を
高
め
る
た
め
に
、
開
示
を

拡
大
し
て
い
る
。
現
行
で
は
、
雇
用

主
は
制
度
へ
の
拠
出
総
額
の
開
示
の

み
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
最
終
Ａ
Ｓ

Ｕ 

で
要
求
さ
れ
る
主
な
開
示
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

・
各
重
要
な
制
度
へ
の
拠
出
額
お
よ
び

す
べ
て
の
制
度
全
体
へ
の
拠
出
額

・
雇
用
主
の
拠
出
額
が
、
制
度
へ
の
拠

出
総
額
の
５
％
以
上
か
ど
う
か

・
拠
出
改
善
計
画
を
条
件
と
す
る
制
度

（
該
当
あ
る
場
合
）

・
最
低
拠
出
の
取
決
め

・
制
度
の
積
立
状
況

・
損
益
計
算
書
の
各
期
の
比
較
可
能
性

に
影
響
を
与
え
る
変
更
の
内
容
と
影

響
の
記
述

開
示
は
遡
及
的
に
要
求
さ
れ
、
公

開
企
業
に
つ
い
て
は
２
０
１
１
年
12

月
16
日
以
降
終
了
す
る
年
度
か
ら
適

用
さ
れ
る（
早
期
適
用
は
認
め
ら
れ

る
）。こ

の
公
開
草
案
は
開
示
の
み
を
取

り
扱
っ
て
い
る
が
、
会
計
処
理
に
関

し
て
、
複
数
事
業
主
制
度
を「
確
定

給
付
制
度
」と「
確
定
拠
出
制
度
」へ

の
分
類
を
要
求
す
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と

「
確
定
拠
出
制
度
」と
み
な
す
米
国
基

準
と
の
差
異
は
消
滅
し
な
い
。
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会
計

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
・
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
改
正
基

準
の
検
討
状
況
を
確
認

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
収
益
認
識
専
門
委

金
融

米
国
債
格
下
げ
リ
ス
ク
と

そ
の
影
響

去
る
7
月
29
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
２
２
９
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

冒
頭
に
西
川
委
員
長
か
ら
、
昨
年

12
月
に
更
新
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計

画
表
に
つ
い
て
、
適
切
な
時
期
に
更

新
し
て
公
表
す
る
と
の
提
案
が
あ

り
、
委
員
の
同
意
を
得
た
。

主
な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

耐
用
年
数
の
確
定
で
き
な
い
無
形

資
産
の
減
損

耐
用
年
数
の
確
定
で
き
な
い
無
形

資
産
に
関
し
て
、
減
損
テ
ス
ト
を
減

損
の
兆
候
が
あ
る
場
合
に
加
え
て
、

毎
期
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
、
詳

細
な
規
定（
簡
便
的
な
取
扱
い
）を
設

け
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
検
討
が

行
わ
れ
た
。

事
務
局
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す

場
合
、
前
期
以
前
に
実
施
さ
れ
た
詳

細
な
計
算
結
果
を
当
期
の
減
損
テ
ス

ト
に
使
用
で
き
る
と
の
案
を
示
し

た
。①　

耐
用
年
数
が
確
定
で
き
な
い
無
形

資
産
が
属
す
る
資
産
グ
ル
ー
プ
を
構

成
す
る
資
産
が
、
直
近
の
割
引
前
将

来
Ｃ
Ｆ
の
計
算
時
か
ら
著
し
く
変
化

し
て
い
な
い
こ
と

②　
直
近
の
計
算
の
結
果
に
よ
る
割
引

前
将
来
Ｃ
Ｆ
が
、
帳
簿
価
額
を
相
当

去
る
７
月
26
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
36
回
収
益
認
識
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
・
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
、
公
開

草
案（
Ｅ
Ｄ
）「
顧
客
と
の
契
約
か
ら

生
じ
る
収
益
認
識
」へ
の
コ
メ
ン
ト

を
受
け
て
行
っ
て
い
る
、
再
検
討
の

状
況
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。

今
回
の
主
な
論
点
は
、「
資
産
の
販
売

お
よ
び
買
戻
し
」や「
不
利
な
履
行
義

務
」な
ど
。「
資
産
の
販
売
お
よ
び
買

戻
し
」に
関
す
る
議
論
は
、
次
の
と

お
り
。

程
度
上
回
る
こ
と

③　
直
近
の
計
算
時
点
以
降
に
発
生
し

た
事
象
等
を
分
析
し
た
結
果
、
割
引

前
将
来
Ｃ
Ｆ
が
資
産
の
帳
簿
価
額
を

下
回
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
こ
と

①
は
減
損
の
兆
候
よ
り
も
厳
し
い

要
件
と
な
る
の
か
と
の
質
問
に
、
資

産
価
値
の
下
落
が
問
題
で
は
な
く
、

資
産
の
構
成
が
変
わ
っ
た
ら
テ
ス
ト

す
べ
き
と
い
う
こ
と
と
の
回
答
が
さ

れ
た
。

金
融
商
品
の
分
類
・
測
定

①　
金
融
商
品
の
範
囲

現
金
に
つ
い
て
、
契
約
ベ
ー
ス
の

金
融
商
品
の
定
義
と
整
合
し
な
い
面

も
あ
る
が
、
実
務
上
問
題
は
少
な
い

の
で
、
特
段
の
対
応
は
し
な
い
こ
と

が
提
案
さ
れ
た
。

②　
資
産
性
金
融
商
品
の
定
義

Ｏ
Ｃ
Ｉ
オ
プ
シ
ョ
ン
の
検
討
に
あ

た
っ
て
の
準
備
と
し
て
検
討
さ
れ

た
。
将
来
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
が
適
用

さ
れ
て
定
義
の
変
更
が
必
要
と
な
る

の
で
あ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
決
め
な
く

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見

が
あ
っ
た
。

Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
検
討
状
況

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
10
号
と
日
本
基
準
の
支

配
概
念
の
差
異
に
つ
い
て
、
説
明
が

さ
れ
た
。

Ｅ
Ｄ
で
の
提
案

Ｅ
Ｄ
で
は
、
図
表
の
よ
う
な
提
案

が
な
さ
れ
て
い
た
。

再
検
討
と
暫
定
決
定

再
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、

図
表
③
の
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の

処
理
。
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
受

け
、
リ
ー
ス
と
し
て
処
理
す
る
方
法

を
も
と
に
検
討
が
行
わ
れ
た
。

一
方
、
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の

（図表）　資産の販売および買戻しに関するＥＤの提案	
権利の内容 提案された処理

①　企業が資産を買い戻
す無条件の義務（先渡
契約）

・顧客は支配を獲得していない
販売価格＞買戻価格の場合
→IAS17号に従い、使用権として処理
販売価格＜買戻価格の場合
→融資契約として処理

②　企業が資産を買い戻
す無条件の権利（コー
ル・オプション）
③　顧客が企業に資産の
買戻しを要求する無条
件の権利（プット・オ
プション）

・顧客は支配を獲得している
→返品権付き販売と同様の会計処理

行
使
が
確
実
で
な
い
も
の
ま
で
リ
ー

ス
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
へ
の
懸

念
か
ら
、
対
象
の
範
囲
を
明
確
化
す

る
こ
と
が
検
討
さ
れ
、
リ
ー
ス
の
検

討
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る「
権

利
を
行
使
す
る
重
大
な
経
済
的
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
る
」と
い
う
表
現

を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
暫
定
決
定
が

な
さ
れ
た
。

検
討（
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
）

こ
れ
に
対
し
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
事
務

局
か
ら
は
、「
重
大
な
経
済
的
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
」と
い
う
考
え
方
よ
り
も
、

「virtually certain

」な
ど
の
高
い
蓋

然
性
の
閾
値
を
用
い
る
こ
と
が
適
切

で
は
な
い
か
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。

注
目
さ
れ
て
い
た
債
務
上
限
引
上

げ
法
案
は
、
日
本
時
間
８
月
２
日
に

米
下
院
に
お
い
て
可
決
し
た
。
こ
れ

で
上
院
可
決
と
大
統
領
署
名
で
成
立

す
る
見
通
し
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
米
国
債
の
債
務
不
履
行
は
、
か

ろ
う
じ
て
避
け
ら
れ
る
公
算
が
大
き

く
な
っ
た
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
オ
バ
マ
大
統

領
は
米
議
会
指
導
者
の
合
意
内
容
と

し
て
、
債
務
上
限
を
最
低
２・１
兆
ド

ル
、
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
権
限
を

大
統
領
に
付
与
し
、
財
政
赤
字
は
今

後
10
年
間
で
２・４
兆
ド
ル
の
削
減
を

義
務
づ
け
る
内
容
を
発
表
し
た
。

財
政
赤
字
削
減
は
２
回
に
わ
け
て

行
わ
れ
、
１
回
目
は
９
、０
０
０
億

ド
ル
で
、
富
裕
層
向
け
増
税
は
な

い
。
比
較
的
小
さ
な
政
府
を
志
向
す

る
共
和
党
の
主
張
に
沿
っ
た
も
の
で

あ
り
、
２
回
目
は
１
・５
兆
ド
ル
で
、

11
月
下
旬
に
詳
細
が
決
め
ら
れ
る
。

全
体
と
し
て
は
、
防
衛
費
を
削
減

し
、
低
所
得
者
向
け
の
支
出
に
つ
い

て
は
残
す
と
い
っ
た
民
主
党
寄
り
の

政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、

結
局
玉
虫
色
の
内
容
で
決
着
を
図
っ

た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
財
政

会
計

耐
用
年
数
の
確
定
で
き
な
い
無
形

資
産
の
減
損
に
つ
い
て
検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2011年
7月26日 アジェンダ・コンサルテーション2011 ＩＡＳＢ

将来の作業計画の戦略的方向性と全体的バランスに
関する広範な一般のコメントを求めるもの。コメン
ト募集は2011年11月30日まで。

―

2011年
7月26日

平成23年4月から平成24年3月の間に提供
した法人税各種別表関係(平成23年4月1日
以後終了事業年度分)

国税庁
2011年6月30日付法人税法施行規則改正に伴い、
2011年4月1日以後に終了する事業年度に使用する
別表の一部について改訂を行ったもの。

―

2011年
7月29日

内閣府令第37号
金融商品取引法第二条に規定する定義に
関する内閣府令及び有価証券の取引等の
規制に関する内閣府令の一部を改正する
内閣府令

金融庁 民法上の任意組合に関する金商法の適用関係の明確
化等の改正を行うもの。 ―

2011年
7月29日

内閣府令第38号
特定有価証券の内容等の開示に関する内
閣府令等の一部を改正する内閣府令

金融庁
特定有価証券に係る有価証券届出書における「ファ
ンドの経理状況」等に記載すべき財務諸表について、
所要の改正を行うもの。

―

2011年
8月3日

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に
関する規則等の一部を改正する内閣府令
（案）

金融庁
大臣談話にて米国基準での開示を引き続き可能とす
るとされたことを受け、所要の改正を行うもの。コメ
ント募集は2011年8月16日まで。

―

証
券

海
外
情
勢
は
株
価
に
ど
う
影
響
す

る
か
？

赤
字
削
減
幅
は
格
付
け
会
社
の
想
定

す
る
４
兆
ド
ル
か
ら
み
る
と
小
幅
に

な
っ
て
お
り
、
現
時
点
で
は
ま
だ
格

下
げ
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。

実
際
に
格
下
げ
と
な
れ
ば
市
場
へ

の
影
響
は
大
き
く
、
不
動
産
、
商
品

と
い
っ
た
リ
ス
ク
資
産
か
ら
キ
ャ
ッ

シ
ュ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
へ
の
資
金
移
動
が

大
き
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
日
本
の
国
債
市
場
へ
の
影

響
に
つ
い
て
は
、
悪
材
料
と
す
る
見

方
は
市
場
で
は
少
数
派
だ
。し
か
し
、

当
然
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
の
格
下
げ
と

な
れ
ば
、
世
界
経
済
に
与
え
る
影
響

度
は
大
き
い
。
日
本
国
債
の
格
下
げ

も
当
然
意
識
さ
れ
や
す
く
な
る
。

日
本
の
２
０
１
１
年
度
予
算
で
は

44
兆
円
の
新
規
財
源
債
、
国
債
残
高

は
約
６
３
７
兆
円
、
国
民
１
人
当
た

り
４
９
９
万
円
の
借
金
を
背
負
い
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
デ
ー
タ
で
債
務
残
高
の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
、
先
進
７
カ
国
の
う

ち
日
本
が
１
９
９
８
年
以
来
１
位
、

２
０
１
０
年
に
は
１
９
７
％
と
２
位

の
イ
タ
リ
ア
の
１
２
７
％
を
大
き
く

抜
い
て
突
出
し
て
い
る
。

き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
、
い
つ
相

場
が
崩
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
の

が
、
今
の
日
本
国
債
市
場
だ
。
政
局

の
混
迷
が
続
く
な
か
、
そ
の
時
期
は

迫
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

世
界
中
が
固
唾
を
飲
ん
で
見
守
っ

た
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
債
務
の
上
限
引

上
げ
問
題
は
、
期
限
の
８
月
２
日
直

前
に
与
野
党
の
妥
協
が
成
立
し
て
、

最
悪
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き

た
。
し
か
し
、
株
価
は
世
界
中
で
下

落
、
ほ
ぼ
同
時
株
安
の
様
相
を
呈
し

た
。
こ
れ
に
は
少
し
意
外
感
が
感
じ

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ア
メ
リ
カ
市
場
の
焦
点
は
景
気

実
体
の
弱
さ
、
景
気
の
二
番
底
の

懸
念
に
移
っ
て
い
た
。
Ｎ
Ｙ
ダ
ウ

１
万
２
、０
０
０
ド
ル
割
れ
の
き
っ

か
け
と
な
っ
た
の
は
、
個
人
消
費
支

出
の
数
字
が
予
想
を
下
回
っ
た
こ
と

で
あ
っ
た
。
企
業
収
益
も
冴
え
な
い

企
業
が
目
立
っ
て
き
た
。

こ
う
な
る
と
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ（
連
邦
準

備
制
度
理
事
会
）の
次
の
金
融
政
策

に
目
が
い
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
６

月
末
で
当
初
予
定
ど
お
り
に
Ｑ
Ｅ
２

（
金
融
の
量
的
緩
和
第
２
弾
）が
終
了

し
た
際
に
、
バ
ー
ナ
ン
キ
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議

長
は
、
将
来
、
景
況
が
悪
化
す
れ
ば
さ

ら
な
る
金
融
政
策
、
つ
ま
り
Ｑ
Ｅ
３

に
踏
み
出
す
と
い
う
含
み
の
あ
る
発
言

を
し
て
い
た
。
そ
れ
が
早
々
と
訪
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
ス
タ
ン
ス
を
見
極
め
る

ま
で
に
は
、
も
う
少
し
事
態
の
推
移

を
見
守
る
必
要
が
あ
り
、
時
間
が
必

要
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
今
回
の
ア

メ
リ
カ
株
安
は
そ
れ
ほ
ど
悪
性
で
は

な
い
と
い
え
る
。

今
後
の
海
外
要
因
で
は
、
欧
州
諸

国
の
財
政
危
機
に
加
え
、
中
国
経
済

の
不
動
産
バ
ブ
ル
、
イ
ン
フ
レ
進
行

と
金
融
引
締
め
の
行
方
が
要
注
意
で

あ
ろ
う
。
事
態
を
懸
念
す
る
声
が
次

第
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。

今
回
の
世
界
同
時
株
安
は
日
本
も

例
外
で
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は

円
高
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ア
メ

リ
カ
の
債
務
上
限
騒
ぎ
は
日
本
に
対

し
て
は
結
局
、
円
高
圧
力
と
な
り
、

受
け
身
の
円
高
、
結
果
と
し
て
の
円

高
と
な
っ
た
。
１
ド
ル
＝
70
円
台
後

半
の
円
相
場
が
長
期
化
、
定
着
し
そ

う
な
感
じ
で
あ
る
。

産
業
界
か
ら
は
政
府
・
日
本
銀
行

に
為
替
市
場
へ
の
介
入
を
始
め
、
円

高
対
策
を
求
め
る
声
が
ヒ
ー
ト
ア
ッ

プ
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
死
に

体
の
菅
内
閣
の
姿
勢
は
い
か
に
も
頼

り
な
い
。

た
だ
、
現
在
、
日
本
経
済
の
足
取

り
が
世
界
各
国
と
比
較
し
て
悪
く
な

い
の
は
、
復
興
需
要
を
先
頭
に
個
人

消
費
な
ど
内
需
の
回
復
見
通
し
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
輸
出
頼
み
の

景
気
回
復
と
は
相
当
違
っ
て
い
る
。

今
度
の
円
高
の
マ
イ
ナ
ス
は
限
定
的

と
み
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。


